
前回懇談会からの主な変更ヵ所について（現状値・目標値の改正を除く）

項目 ページ プロジェクト 具体的施策 変更前 変更後

1 14 1 基本的方向
子育て世代の負担軽減や妊産婦・子育て女性自身の健康に関する意識
向上の醸成

子育て世代の負担軽減や妊産婦等の健康に関する意識向上の醸成

2 15 1 （1） KPI 新規 英語

3 15 1 （1） KPI 不登校児童生徒の学校復帰率 学びの場へのアクセス率

4 15 1 （1） KPI 新規 認定こども園の数　（18頁１（3）から移動）

5 15 1 （1） 施策①

教育・保育内容の充実を図るとともに、小学校へ円滑に移行できるよう、
幼小連携の強化を図ります。

・幼小架け橋プロジェクト
・体験入学
・公私立保育園・認定こども園運営

幼保の垣根を越えた教育・保育の一体的な提供に取り組むとともに、就学前後のつな
がりを関係機関で相互に理解し合い、接続カリキュラム等を活用しながら幼小連携の
更なる充実に取り組みます。

・幼小架け橋プロジェクト
・体験入学
・公立幼稚園・保育園・認定こども園運営
・公立就学前施設の再編
・民間保育園・認定こども園振興

6 15 1 （1） 施策② 学力向上推進（学習支援員・スクールソーシャルワーカー配置）
学力向上推進（学習支援員・スクールソーシャルワーカー配置、「学びの土台」育成）
（16頁（1）③から移動）

7 16 1 （1） 施策③
新規
学力向上推進（多様な学びの充実、「学びの土台の育成」）

・日本語支援員・母語通訳者派遣
・学力向上推進（多様な学びの場（スペシャルサポートルーム）充実
「学びの土台」育成）（15頁１（1）施策②へ移動）

8 16 1 （1）
デジタルの活用
保育業務支援システムの運用

～子ども一人ひとりの教育ニーズ応じた～ ～子ども一人一人の保育ニーズ応じた～

9 18 1 （3） ～などにより、子育てが楽しいと思う人を増やします。
子育てが楽しいと思う人を増やします。また、プレコンセプションケアを推進し、将来の
妊娠・出産を見据えた女性とそのパートナーや周辺の人々の健康意識の向上に取り組
みます。（23頁2（3）から移動）

10 18 1 （3） KPI 認定こども園の数 15頁１（1）へ移動移

11 18 1 （3） KPI ファミリーサポートセンター運営（利用会員数、サポート会員数） ファミリーサポートセンターの会員数

12 18 1 （3） KPI 新規 マムアップパークの参加者数

13 18 1 （3） KPI 子宮頸がん検診受診者数 削除

14 18 1 （3） KPI 乳がん検診受診者数 削除

15 18 1 （3） 施策①

結婚から妊娠・出産・子育てまで安心して子育てができるよう、サポート
体制等の充実や、就学前施設の認定こども園化など、子どもを健やかに
育むことができる環境を整えます。
・	公立就学前施設の再編
・	民間保育園・認定こども園振興
・	第三子以降の3歳未満児に係る保育料の無償化

結婚から妊娠・出産・子育てまで安心して子育てができるよう、サポート体制等の充実
に取り組み、子どもを健やかに育むことができる環境を整えます。

・	公立就学前施設の再編　 (1(1)へ移動)
・	民間保育園・認定こども園振興　 (1(1)へ移動)
・	幼児教育・保育の無償化
・	第三子以降保育料無償化に係る所得制限の撤廃

16 19 1 （3） 施策⑤ 事業追加 マムアップパーク

17 19 1 （3） 施策⑥ 新規
⑥	プレコンセプションケアの推進(23頁2（3）から移動)
・婚姻届提出時の冊子配布
・マムアップパーク

18 19 1 （3）
デジタルの活用
保護者連絡システムの運用

新規
小・中学校及び市教育委員会から保護者に対して、一斉連絡を行える仕組みを構築す
ることで、保護者の利便性及び連絡業務の効率化、緊急時の連絡手段として運用しま
す。

19 20 2 基本的方向 ～「健幸アンバサダー」・「キッズ健幸アンバサダー」の養成・活用による～～「健幸アンバサダー」の養成・活用による～

20 21 2 （1） 施策② ～健幸アンバサダー・キッズ健幸アンバサダーなどを活用した、～ ～健幸アンバサダーなどを活用した、～

21 22 2 （2） KPI注釈

平均寿命と健康寿命の差
健康寿命とは、介護保険認定者数から算出した0歳時点平均自立期間
のこと。計算方法は、健康寿命の算定方法の指針（平成24年9月発行、
平成24年度厚生労働省科学研究費補助金による健康寿命における将
来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班）による。

平均寿命と健康寿命の差
健康寿命とは、京都府が公表している介護認定データから算定した市町村ごとの平均
自立期間（要介護２以上になるまでの期間）とする。この指標は市町村比較も容易であ
ることから、厚生労働省が出している都道府県健康増進計画改訂ガイドラインでも参酌
基準として示されている。

22 22 2 （2） 施策②
各種検（健）診を受診しやすい環境の整備を推進するとともに、ライフスタ
イルに応じて参加できる～

各種検（健）診を受診しやすい環境や介護予防に取り組みやすい環境の整備を推進す
るとともに、健康寿命の延伸に向けて多様な高齢者が参加できる～

資料１別紙
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23 23 2 （3）
また、プレコンセプションケアを推進し、将来の妊娠・出産を見据えた女
性とそのパートナーや周辺の人々の健康意識の向上に取り組みます。

19頁1（3）へ移動

24 23 2 （3） KPI 市民スポーツ公園利用者数（市内利用者、市外利用者） 市民スポーツ公園利用者数

25 23 2 （3） KPI 運動公園利用者数（市内利用者、市外利用者） 運動公園利用者数

26 23 2 （3） KPI 低出生体重児（未熟児）出生数 削除

27 23 2 （3） 施策② プレコンセプションケアの推進 19頁1（3）へ移動

28 23 2 （3） 施策②
・八幡市公園長寿命化計画推進
・市民スポーツ施設運営

・八幡市公園施設長寿命化計画推進
・削除

29 23 2 （3）
デジタルの活用
健康アプリの運用

「やわた未来いきいき健幸プロジェクト」の参加者について、アプリを用い
てデータを確認し、健康管理を行うことができます。

「やわた未来いきいき健幸プロジェクト」の参加者について、アプリを用いて自身の歩数
データや体組成の測定結果を確認し、健康管理を行うことができます。

30 24 3 基本的方向
～万博開催後も国内外から訪れていただけるようイベントの造成を進め
ます。

～万博開催後も国内外から訪れていただけるようコンテンツの造成を進めます。

31 24 3 基本目標 外国人の観光への満足度 削除

32 25 3 （1） KPI お茶学習参加者数 てん茶普及啓発参加者数

33 26 3 （2） KPI プロモーション(商談会)参加件数 プロモーション(商談会等)参加件数

34 26 3 （2） 施策① 	歴史文化ものがたりコンテンツ「八幡STORY」PR 	歴史文化ものがたりコンテンツ「八幡STORY＆GUIDE」PR

35 27 3 （2） 施策② 石清水八幡宮と門前町の魅力向上や～ 「神仏習合の聖地」石清水八幡宮と門前町の魅力向上や～

36 27 3 （2）
デジタルの活用
観光スポットにおける公衆無線LANの
運用

新規
国内外からの観光客が、インターネットを気軽に利用し、快適に観光を楽しんでもらうた
め、観光スポットに公衆無線LANの設置及び管理運用を行い、観光客の利便性の向上
を図ります。

37 28 4 基本的方向

～20代を中心とした若い世代の移住・定住を促進していくためには、これ
までの「生活都市」から脱却し、デジタルの力を取り入れながら、市内の
仕事の場の創出や暮らしを楽しめる場の整備など、より安心・安全で多
機能な力を有した、生活に潤いをもたらすまちへの転換が必要となって
います。～

～20代を中心とした若い世代の移住・定住を促進していくためには、デジタル技術を取
り入れ、市内の仕事の場の創出や暮らしを楽しめる場の整備など、これまでの「生活都
市」から、より安心・安全で多機能な力を有した、生活に潤いをもたらす「多機能な力を
有したまち」へ発展することが必要です。～

38 28 4 基本目標 転出入者
転出入者
（うち20代の日本人）

39 29 4 （1） KPI コンビニ交付での証明書取得率  削除

40 30 4 （1） 施策③ 市民総参加による市内美化活動 市民参加による市内美化活動

41 31 4 （1） 施策⑤

・	市営住宅ストック総合活用計画推進
・	道路舗装修繕計画推進
・	危険木緊急伐採
・	八幡市水道ビジョン推進
・	八幡市下水道事業経営戦略推進

削除

42 32 4 （1）
デジタルの活用
情報発信の充実

～市政情報や各種イベントなどを配信するとともに、～ ～市政情報や各種イベント情報などを配信するとともに、～

43 32 4 （1）
デジタルの活用
オープンデータの公開

地域における新事業・新サービスの創出、行政サービスの高度化等を実
現し、地域の経済活性化、課題解決等に寄与するため、市が持つ情報を
公開します。

地域における新事業・新サービスの創出、行政サービスの高度化等を実現し、地域の
経済活性化、課題解決等に寄与するため、オープンデータの整備に取り組みます。

44 33 4 （1）
デジタルの活用
デジタルを活用した災害発生時等の
対応

加えて、閉域モバイル環境を導入し、テレワークの推進のみならず、災害
など幹線ネットワークの障害にともなう予備回線として活用します。

加えて、閉域モバイル環境を導入し、テレワークの推進のみならず、災害など幹線ネッ
トワークの障害にともなう予備回線としての検証を行います。

45 33 4 （1）
デジタルの活用
公衆無線LANの運用

新規
市役所本庁周辺に整備した公衆無線LAN及びその設備の管理運用を行い、市民等の
利便性の向上を図ります。

46 34 4 （2） 施策② ～地域における共生社会の推進に取り組みます。
～地域における共生社会の推進に取り組みます。
加えて、増加傾向にある外国人住民との共生に向け、地域住民と外国人との交流イベ
ントの開催等、相互理解の促進に取り組みます。

47 36 4 （3） 施策① 商工業活性化事業  商工業活性化補助制度

48 36 4 （3）
デジタルの活用
スマート農業実装チャレンジ

新規
作物生産の作業性・生産効率向上に必要なスマート農業技術を搭載した機械及び設備の導入
に対し助成します。
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